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所得税法等の一部を改正する法律案要綱 

 

持続的な経済成長の実現、経済社会の構造変化への対応等の観点から、特別新事業

開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の創設、投資及び

賃上げを促すための法人税額から控除される特別控除額の特例等の見直し、連結納税

制度の見直し、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直し、

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度の見直し、

消費税の申告期限を延長する特例の創設等の納税環境の整備、租税特別措置の見直し

等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。 

 

一 所得税法の一部改正（第１条関係） 

１ 未婚のひとり親に対する税制上の措置として、次の措置を講ずることとする。

（所得税法第２条、第81条、第187条、第190条、第194条、第195条、第203条の３、

第203条の６、別表第２～別表第４関係） 

⑴ 居住者がひとり親（現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでな

い者で一定のもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。以下同じ。）で

ある場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額等から35

万円を控除する。 

① その者と生計を一にする子で一定の者を有すること。 

② 合計所得金額が500万円以下であること。 

③ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として一定の

ものがいないこと。 

⑵ 上記⑴のひとり親控除は、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用でき

る。 

⑶ その他所要の措置を講ずる。 

（注１）上記⑴の改正は、令和２年分以後の所得税について適用する。（附則第２条

関係） 

（注２）上記⑵の改正は、令和３年１月１日以後に支払うべき給与等及び公的年金

等について適用する。なお、給与所得者については、令和２年分の年末調整に

おいて適用できることとする経過措置を講ずる。（附則第８条、第９条関係） 

２ 寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、現行の寡婦（寡夫）控除をひ

とり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとする。（所得税法第２
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条、第80条関係） 

⑴ 扶養親族を有する寡婦についても、上記１⑴②の要件を追加する。 

⑵ 上記１⑴③の要件を追加する。 

（注）上記の改正は、令和２年分以後の所得税について適用する。（附則第２条関係） 

３ 日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について、次の措置を講ずるこ

ととする。（所得税法第２条、第120条、第194条、第195条、第203条の６関係） 

⑴ 扶養控除の対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって

次に掲げる者のいずれにも該当しないものを除外する。 

① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 

② 障害者 

③ その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるた

めの支払を38万円以上受けている者 

⑵ 確定申告において、年齢30歳以上70歳未満の非居住者である親族（障害者で

ある親族を除く。）に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者は、上記⑴①

に掲げる者に該当する旨を証する書類又は上記⑴③に掲げる者に該当すること

を明らかにする書類を確定申告書に添付等しなければならない。 

⑶ 給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、年齢30歳以上70

歳未満の非居住者である親族が上記⑴①に掲げる者に該当するものとして扶養

控除に相当する控除の適用を受ける居住者は、その非居住者である親族が上記

⑴①に掲げる者に該当する旨を証する書類等を提出等しなければならないこと

とするほか、給与所得者の扶養控除等申告書等の記載事項について所要の整備

を行う。 

⑷ 給与等の年末調整において、年齢30歳以上70歳未満の非居住者である親族が

上記⑴③に掲げる者に該当するものとして扶養控除に相当する控除の適用を受

けようとする居住者は、その非居住者である親族が上記⑴③に掲げる者に該当

することを明らかにする書類を提出等しなければならない。 

（注）上記の改正は、令和５年分以後の所得税について適用する。（附則第３条、第

７条～第９条関係） 

４ 貸倒引当金制度について、貸倒引当金の対象となる金銭債権から債券に表示さ

れるべき権利を除外することとする。（所得税法第 52 条関係） 

５ 配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供され

る土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利（以下これらを「配偶者居住
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権等」という。）について、次の措置を講ずることとする。（所得税法第60条関係） 

⑴ 相続等により取得した配偶者居住権の目的となっている建物又は配偶者居住

権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等（以下「居住建物等」

という。）を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除する居住建物

等の取得費は、その建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば居住

建物等を譲渡した時においてその取得費の額として計算される金額から、居住

建物等を譲渡した時において配偶者居住権等が消滅したとしたならば下記⑵に

より配偶者居住権等の取得費とされる金額を控除する。 

⑵ 配偶者居住権等が消滅した場合における譲渡所得の金額の計算については、

配偶者居住権等を取得した時において、その時に居住建物等を譲渡したとした

ならば居住建物等の取得費の額として計算される金額のうちその時における配

偶者居住権等の価額に相当する金額に対応する部分の金額として一定の計算を

した金額により配偶者居住権等を取得したものとし、当該金額から配偶者居住

権の存続する期間を基礎として一定の計算をした金額を控除した金額をもって

配偶者居住権等の取得費とする。 

６ 雑所得を生ずべき業務を行う一定の居住者のその年分のその業務に係る雑所

得の金額（山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。）の計算上総収入金額及び必要

経費に算入すべき金額は、その業務につきその年において収入した金額及び支出

した費用の額とすることができることとする。（所得税法第67条関係） 

（注）上記の改正は、令和４年分以後の所得税について適用する。（附則第５条関係） 

７ 確定申告書の添付書類について、次の措置を講ずることとする。（所得税法第

120条関係） 

⑴ 医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類について、現行の医療

保険者等の医療費の額を通知する一定の書類の添付に代えて、社会保険診療報

酬支払基金又は国民健康保険団体連合会の医療費の額を通知する一定の書類の

添付ができる。 

（注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に令和３年分以後の所得税に係る確

定申告書を提出する場合について適用する。（附則第７条関係） 

⑵ その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分のそ

の業務に係る収入金額が1,000万円を超えるものが確定申告書を提出する場合

には、一定の方法により、その雑所得に係るその年中の総収入金額及び必要経

費の内容を記載した書類を当該確定申告書に添付しなければならない。 



 

 - 4 -

（注）上記の改正は、令和４年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合

について適用する。（附則第７条関係） 

８ 源泉徴収（青色申告書を提出した個人の事業所得等を生ずべき業務に係る支払

に係るもの及び青色申告書を提出した法人の支払に係るものを除く。）における

推計課税について、次の措置を講ずることとする。（所得税法第221条関係） 

⑴ 税務署長は、源泉徴収義務者が給与等の支払に係る所得税を納付しなかった

場合には、その給与等の支払に関する規程並びにその給与等の支払を受けた者

の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度により、その給与等の

支払の日を推定し、又はその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額

を推計して、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することがで

きる。 

⑵ 税務署長は、上記⑴によりその給与等の支払の日を推定し、又はその給与等

の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を推計することが困難である場合に

は、その支払の日をその給与等の計算期間に属する各月の末日とし、又はその

支払の日におけるその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を、そ

の計算期間における源泉徴収義務者の給与等の支払金額の総額を給与等の支払

を受けた者の人数で除し、これをその計算期間の月数で除して計算した金額と

して、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができる。 

⑶ 税務署長は、上記⑵の場合において、源泉徴収義務者の収入若しくは支出の

状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務

の増減の状況により、給与等の支払金額の総額又は給与等の支払を受けた者の

人数を推計し、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することが

できる。 

⑷ 給与等のほか、退職手当等及び報酬等並びに給与等、退職手当等又は報酬等

に相当する国内源泉所得についても同様の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に支払うべき給与等、退職手当等、報

酬等又は国内源泉所得について適用する。（附則第10条関係） 

９ その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者等でその年の前々年分の

その業務に係る収入金額が300万円を超えるものは、一定の方法により、その業務

に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した書

類として一定の書類を保存しなければならないこととする。（所得税法第232条関

係） 



 

 - 5 -

（注）上記の改正は、令和４年分以後の所得税について適用する。（附則第11条関係） 

10 その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

二 所得税法の一部改正（第２条関係） 

１ 源泉徴収における推計課税について、連結納税制度の見直しに伴う所要の整備

を行うこととする。（所得税法第221条関係） 

（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後に支払うべき給与等、退職手当等、報

酬等又は国内源泉所得について適用する。（附則第13条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

三 法人税法の一部改正（第３条関係） 

１ 連結納税制度を見直し、通算制度として次の⑴から⑾までの措置を講ずるとと

もに、通算制度への移行にあわせて⑿の見直しを行うこととする。 

⑴ 損益通算及び欠損金の通算 

連結納税義務者に関する規定並びに連結所得の金額及び連結法人税額の計

算に関する規定を削除するとともに、次の措置を講ずる。（旧法人税法第１編第

２章の２、第２編第１章の２関係） 

① 損益通算（法人税法第64条の５関係） 

イ 通算法人の所得事業年度終了の日において通算完全支配関係がある他 

の通算法人の同日に終了する事業年度において通算前欠損金額が生ずる

場合には、その通算法人のその所得事業年度の通算対象欠損金額は、その

所得事業年度において損金の額に算入し、通算法人の欠損事業年度終了の

日において通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業

年度において通算前所得金額が生ずる場合には、その通算法人のその欠損

事業年度の通算対象所得金額は、その欠損事業年度において益金の額に算

入する。 

ロ 通算法人の通算前所得金額又は通算前欠損金額が期限内申告書に添付 

された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額

と異なる場合には、その記載された通算前所得金額又は通算前欠損金額を

上記イの通算前所得金額又は通算前欠損金額とみなして上記イの計算を

する。 

② 欠損金の通算（法人税法第64条の７関係） 
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イ 通算法人の欠損金の繰越控除の適用を受ける事業年度開始の日前10年 

以内に開始した事業年度において生じた欠損金額はその通算法人の特定

欠損金額と各通算法人の欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額（以下

「非特定欠損金額」という。）の合計額を各通算法人の特定欠損金の繰越控

除後の損金算入限度額の比で配分した金額との合計額とし、繰越控除はそ

れぞれ次に掲げる金額を限度とする。 

    （ｲ）各通算法人の損金算入限度額の合計額を各通算法人の特定欠損金額の

うち欠損金の繰越控除前の所得の金額に達するまでの金額の比で配分し

た金額 

（ﾛ）各通算法人の特定欠損金の繰越控除後の損金算入限度額の合計額を 

各通算法人の配分後の非特定欠損金額の比で配分した金額 

ロ 他の通算法人の当該事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額

が期限内申告書に添付された書類に当該事業年度の損金算入限度額又は

過年度の欠損金額として記載された金額と異なる場合には、その記載され

た金額を当該事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額とみなす。 

ハ 通算法人の当該事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額が期

限内申告書に添付された書類に当該事業年度の損金算入限度額又は過年

度の欠損金額として記載された金額と異なる場合には、欠損金額及び損金

算入限度額で期限内申告において他の通算法人との間で授受した金額を

固定する調整をした上で、その通算法人のみで欠損金の繰越控除額を再計

算する。 

ニ 通算制度の開始又は通算制度への加入前の欠損金額及び下記⑶②ロ及

びハにより損益通算の対象外とされた欠損金額を特定欠損金額とする。 

（注）下記⑵（注）により通算承認があったものとみなされた内国法人につい

ては、連結納税制度における特定連結欠損金個別帰属額を特定欠損金額と

みなす。（附則第28条関係） 

③ 通算事業年度のいずれかについて修正申告又は更正がされる場合において、

通算事業年度の全てについて、期限内申告における所得の金額が零又は欠損

金額がある等の要件に該当するときは、上記①ロ並びに②ロ及びハを適用し

ない。（法人税法第64条の５、第64条の７関係） 

④ 税務署長は、通算法人の所得の金額等の計算につき上記①ロ並びに②ロ及

びハ等を適用したならば離脱法人に欠損金があることとなる等の事実が生
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じ、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、上記①ロ

並びに②ロ及びハを適用しないことができる。（法人税法第64条の５、第64条

の７関係） 

⑵ 損益通算及び欠損金の通算のための承認 

① 通算制度の承認については、適用法人につき次の法人を除外するほか、連

結納税制度と同様とする。（法人税法第64条の９関係） 

イ 青色申告の承認の取消しの通知を受けた法人でその通知を受けた日か

ら同日以後５年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経

過していないもの 

ロ 青色申告の取りやめの届出書の提出をした法人でその提出日から同日

以後１年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過して

いないもの 

② 通算制度の適用方法並びに承認の失効及び適用の取りやめの方法について、

次の見直しを行うほか、連結納税制度と同様とする。（法人税法第64条の９、

第64条の10関係） 

イ 親法人の設立事業年度の翌事業年度から通算制度を適用しようとする

場合の承認申請期限の特例について、親法人がその資産の時価評価による

評価損益を計上する必要がある場合及び設立事業年度が３月以上の場合

には適用できないこととする。 

ロ 承認の却下事由に、備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、

又は仮装して記載し、又は記録していることその他不実の記載又は記録が

あると認められる相当の理由があることを加える。 

ハ 青色申告の承認の取消しの通知を受けた場合には、その通知を受けた日

から通算承認は効力を失うものとし、通算制度固有の取消事由を設けない

こととする。 

（注）令和４年３月31日において連結親法人に該当する内国法人及び同日の属

する連結親法人事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全

支配関係がある連結子法人は、同日の翌日において通算承認があったもの

とみなす等の経過措置を講ずる。なお、連結親法人が同年４月１日以後最

初に開始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に届出書を提出する

ことにより、当該連結親法人及びその連結子法人は、通算制度を適用しな

い法人となることができることとする。（附則第29条関係） 
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⑶ 資産の時価評価等 

① 通算制度の開始又は通算制度への加入に伴う資産の時価評価について、対

象外となる法人（以下「時価評価除外法人」という。）を次の法人とする。（法

人税法第64条の11、第64条の12関係） 

イ 通算制度の開始に伴う資産の時価評価の対象外となる法人 

(ｲ）いずれかの子法人との間に完全支配関係の継続が見込まれている親法

人 

（ﾛ）親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれている子法人 

ロ 通算制度への加入に伴う資産の時価評価の対象外となる法人 

（ｲ）通算法人が通算親法人による完全支配関係がある法人を設立した場 

合におけるその法人 

（ﾛ）適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人 

（ﾊ）加入直前に支配関係がある法人で、次の要件の全てに該当する法人 

ａ 通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれているこ

と 

ｂ 加入直前の従業者の総数のおおむね80％以上に相当する数の者がそ

の法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること 

ｃ 加入前に行う主要な事業が引き続き行われることが見込まれている

こと 

（ﾆ）通算親法人又は他の通算法人と共同で事業を行う場合に該当する法人 

② 時価評価除外法人の通算制度の開始又は通算制度への加入前の資産の含み

損等について、次の措置を講ずる。（法人税法第64条の６、第64条の14関係） 

イ 支配関係発生日以後に新たな事業を開始した場合には、通算承認の効力

発生日等からその効力発生日以後３年を経過する日と支配関係発生日以

後５年を経過する日とのいずれか早い日までの間に生ずる特定資産譲渡

等損失額を損金不算入とする。 

ロ 多額の償却費の額が生ずる事業年度に該当する場合には、通算承認の効

力発生日からその効力発生日以後３年を経過する日と支配関係発生日以

後５年を経過する日とのいずれか早い日までの期間内の日の属するその

事業年度に生じた欠損金額について、損益通算の対象外とする。 

ハ 上記イ又はロのいずれにも該当しない場合には、通算承認の効力発生日

からその効力発生日以後３年を経過する日と支配関係発生日以後５年を
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経過する日とのいずれか早い日までの間に生じた欠損金額のうち特定資

産譲渡等損失額に達するまでの金額について、損益通算の対象外とする。 

（注）次の法人については、上記②の対象外とする。 

(ｲ) 親法人との間（親法人にあっては、いずれかの子法人との間）に支配

関係が５年超ある法人 

(ﾛ) 他の通算法人と共同で事業を行う場合に該当する法人 

③ 通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価 

    通算法人で通算制度の取りやめ等により通算承認の効力を失うものが次

に掲げる要件に該当する場合には、それぞれ次の資産については、その効力

を失う直前の事業年度（以下「通算終了直前事業年度」という。）において、

時価評価により評価損益の計上を行う。（法人税法第64条の13関係） 

イ 通算終了直前事業年度終了の時前に行う主要な事業が引き続き行われ 

ることが見込まれていないこと（その終了の時に有する資産の価額がその

終了の時に有する資産の帳簿価額を超える一定の場合を除く。） 固定資

産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産（これらの資産のうち評価

損益の計上に適しない一定のものを除く。） 

ロ その通算法人の株式又は出資を有する他の通算法人において通算終了 

直前事業年度終了の時後にその株式又は出資の譲渡等による損失が生ず

ることが見込まれていること（上記イに該当する場合を除く。） 帳簿価額

が10億円を超える上記イの資産のうち譲渡等による損失が生ずることが

見込まれているもの 

⑷ 事業年度 

 通算子法人の事業年度については、次の見直しを行うほか、通算親法人の事

業年度開始の時にその通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法

人の事業年度はその開始の日に開始するものとし、通算親法人の事業年度終了

の時にその通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人の事業年

度はその終了の日に終了するものとする等、連結納税制度と同様に、通算親法

人の事業年度に合わせた事業年度とする。（法人税法第14条関係） 

① 事業年度の中途で親法人との間に完全支配関係を有することとなった 

場合の加入時期の特例について、その完全支配関係を有することとなった日

の前日の属する会計期間の末日の翌日を承認の効力発生日及び事業年度開

始の日とすることができる措置を加える。 
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② 離脱法人の離脱日に開始する事業年度終了の日を親法人の事業年度終 

了の日とする措置を廃止する。 

⑸ その他の所得金額の計算 

① 税効果相当額の授受 

内国法人が他の内国法人との間で通算税効果額を授受する場合には、その

授受する金額は、損金の額及び益金の額に算入しない。（法人税法第26条、第

38条関係） 

（注）上記の「通算税効果額」とは、通算制度を適用することにより減少する

法人税及び地方法人税の額に相当する金額として内国法人間で授受される

金額をいう。 

② 利益・損失の二重計上の防止 

イ 通算法人が有する他の通算法人（通算親法人を除く。）の株式又は出資の

評価損益及び他の通算法人（通算親法人を除く。）の株式又は出資の当該他

の通算法人以外の通算法人に対する譲渡損益を計上しない。（法人税法第

25条、第33条、第61条の11関係） 

ロ 通算制度の開始又は通算制度への加入をする法人（親法人を除く。）で親

法人との間に完全支配関係の継続が見込まれていないものの株式又は出

資を通算制度の開始直前又は通算制度への加入時に有する内国法人は、そ

の株式又は出資について、時価評価により評価損益を計上する。（法人税法

第64条の11、第64条の12関係） 

（注）損益通算を行わない一定の法人の株式又は出資については、上記イ及び

ロを適用しない。 

③ 通算法人又は他の通算法人が外国税額控除制度の適用を受ける場合には、

当該通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、各事業年度

の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。（法人税法第41条関係） 

④ 欠損金の繰越控除制度 

イ 時価評価除外法人以外の法人の通算制度の開始又は通算制度への加入

前の欠損金をないものとすることとする。（法人税法第57条関係） 

ロ 時価評価除外法人（上記⑶②（注）(ｲ)及び(ﾛ)の法人を除く。）が支配関

係発生日以後に新たな事業を開始した場合には、支配関係発生日の属する

事業年度（以下「支配関係事業年度」という。）前の事業年度において生じ

た欠損金額及び支配関係事業年度以後の事業年度において生じた欠損金
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額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額をな

いものとすることとする。（法人税法第57条関係） 

ハ 通算法人における更生法人等の判定は各通算法人について行うことと 

し、他の通算法人のいずれかが新設法人に該当しない場合には新設法人に

該当しないこととする。（法人税法第57条関係） 

（注）上記⑵（注）により通算承認があったものとみなされた通算親法人が

令和４年４月１日前に開始した事業年度において更生法人等に該当して

いた場合には他の通算法人についても更生法人等に該当するものとする

等の経過措置を講ずる。（附則第20条関係） 

⑤ 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度につい

て、次の措置を講ずる。（法人税法第59条関係） 

イ 民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等 

の控除前に繰越欠損金を損金算入できる制度について、通算法人の控除限

度額は、その通算法人の損益通算及び欠損金の繰越控除前の所得の金額と

各通算法人の損益通算及び欠損金の繰越控除前の所得の金額の合計額か

ら欠損金額の合計額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額とする。 

ロ 民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等 

の控除後に繰越欠損金を損金算入できる制度及び解散の場合の繰越欠損

金の損金算入制度について、通算法人の控除限度額は、その通算法人の損

益通算及び欠損金の繰越控除後の所得の金額とする。 

ハ 損金算入の対象となる債務免除等の金額について、債務免除に係る債権

を有する者等から除かれている法人を、適用年度終了の日が通算親法人の

事業年度終了の日である通算法人に係る他の通算法人で同日にその事業

年度が終了するものとする。 

⑥ 譲渡損益調整資産及びリース取引に係る延払損益 

イ 通算制度の開始又は通算制度への加入前の譲渡損益調整資産の譲渡損 

益及びリース取引に係る延払損益で繰り延べているものについては、連結

納税制度と同様に、時価評価除外法人に該当する場合を除き、その繰り延

べている損益の計上を行う。（法人税法第61条の11、第63条関係） 

ロ 通算制度からの離脱前の譲渡損益調整資産の譲渡損益及びリース取引 

に係る延払損益で繰り延べているものについては、次に掲げる場合の区分

に応じそれぞれ次のとおりとする。（法人税法第61条の11、第63条関係） 
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（ｲ）上記⑶③イに該当する場合 その繰り延べている譲渡損益及び延払損

益（少額であるもの等を除く。）の計上を行う。 

（ﾛ）上記⑶③ロに該当する場合 譲渡損益調整資産の譲渡損失で繰り延べ

ているものの金額が10億円を超えるもので、かつ、譲渡損益調整資産の

譲受法人において譲渡等の事由が生ずること等が見込まれている場合

におけるその譲渡損失の計上を行う。 

  ⑹ 税額の計算 

① 税率 

税率は、各通算法人の適用税率による。なお、中小法人の軽減税率の適用

対象となる所得の金額は、年800万円を各通算法人の所得の金額の比で配分

した金額とする。（法人税法第66条関係） 

（注）上記の配分は、各通算法人の所得の金額が期限内申告書に所得の金額と

して記載された金額と異なる場合には、各通算法人の所得の金額の合計額

が年800万円以下である場合並びに上記⑴③及び④の適用がある場合を除

き、期限内申告書に所得の金額として記載された金額を各通算法人の所得

の金額とみなして計算する。 

② 特定同族会社の特別税率について、所得基準の基礎となる所得の金額は各

通算法人の損益通算前の所得の金額とし、留保金額の計算上受取配当等の益

金不算入額のうち他の通算法人から受ける配当等に係る金額はないものと

する等の調整を行う。（法人税法第67条関係） 

③ 外国税額控除制度について、次の措置を講ずる。（法人税法第69条関係） 

イ 通算法人の事業年度の税額控除額が期限内申告書に添付された書類に

税額控除額として記載された金額と異なる場合には、その記載された金額

を当該事業年度の税額控除額とみなす。 

ロ 過年度の税額控除額が過年度の期限内申告書に添付された書類に税額

控除額として記載された金額を超える場合又は下回る場合には、その差額

に相当する金額を進行年度の法人税の額から控除し、又は法人税の額に加

算する。 

ハ 通算法人又は他の通算法人が税額控除額の計算の基礎となる事実を隠

蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることにより法人税の負担を減

少させる場合等の要件に該当するときは、上記イ及びロを適用しない。 

⑺ 申告、納付及び還付 
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① 通算法人の法人税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事

項を電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わな

ければならないこととする。（法人税法第75条の４関係） 

② 中間申告については、清算中の通算子法人を対象とすることとし、通算子

法人にあっては、通算親法人事業年度が６月を超え、かつ、通算親法人事業

年度開始の日以後６月を経過した日において通算完全支配関係がある場合

に中間申告をしなければならないこととした上、通算親法人である協同組合

等との間に通算完全支配関係がある通算子法人は中間申告を要しないこと

とする。（法人税法第71条関係） 

③ 仮決算による中間申告については、通算子法人の中間期間は当該事業年度

開始の日から通算親法人事業年度開始の日以後６月を経過した日の前日ま

での期間とし、他の通算法人のいずれかが仮決算による中間申告を行わなか

った場合には、中間申告をすべき法人であるかどうかに応じて、前期実績額

による中間申告を行った、又は中間申告を行わなかったものとみなす。（法人

税法第72条関係） 

④ 通算法人の申告については、連結納税制度と同様に、申告期限の延長特例

による延長期間を原則２月とする。（法人税法第75条の２関係） 

（注）上記⑵（注）により通算承認があったものとみなされた親法人が令和４

年３月31日の属する連結事業年度において申告期限の延長を受けていた場

合には、その親法人及び各子法人は、その連結事業年度終了の日の翌日に

通算完全支配関係を有しなくなった法人を除き、同日において延長がされ

たものとみなす経過措置を講ずる。（附則第34条関係） 

⑤ 災害等により決算が確定しない場合等の申告期限の延長及び上記④の延長

特例の申請は通算親法人が行うものとし、通算親法人に延長処分があった場

合における通算子法人及び上記④の延長特例を受けている通算親法人との

間に通算完全支配関係を有することとなった内国法人は、申告期限が延長さ

れたものとみなす。（法人税法第75条、第75条の２関係） 

⑥ 通算法人について、通算承認が効力を失った場合には、その効力を失った

日以後に終了する事業年度について、上記④の延長の処分は効力を失う。（法

人税法第75条の２関係） 

⑦ 国税通則法の災害等による期限延長制度により通算法人の申告期限が延長

された場合には、他の通算法人についても申告期限が延長されたものとする。
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（法人税法第72条の２、第75条の３関係） 

⑧ 欠損金の繰戻しによる還付制度について、次の措置を講ずる。（法人税法第

80条関係） 

イ 通算法人の繰戻しの対象となる欠損金額は、各通算法人の欠損金額の合

計額を還付所得事業年度の所得の金額の比で配分した金額とする。災害損

失欠損金額についても同様とする。 

（注）上記⑶②ロ及びハにより損益通算の対象外とされる欠損金額は、配分

の対象としない。 

ロ 解散等の場合の還付請求の特例について、通算法人における対象となる

事由は、通算親法人の解散（適格合併による解散を除く。）、通算子法人の

破産手続開始の決定による解散及び各通算法人の更生手続開始等とする。 

⑻ 中小法人の判定 

次の制度における中小法人の判定について、通算法人である普通法人又はそ

の普通法人の各事業年度終了の日においてその普通法人との間に通算完全支配

関係がある他の通算法人のうち、いずれかの法人が中小法人に該当しない場合

には、その通算法人である普通法人は中小法人に該当しないこととする。（法人

税法第52条、第57条、第66条、第67条関係） 

① 貸倒引当金制度 

② 欠損金の繰越控除制度 

③ 軽減税率 

④ 特定同族会社の特別税率 

⑼ 租税回避行為の防止 

通算法人又は他の通算法人の行為又は計算で法人税の負担を不当に減少さ

せる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわら

ず、税務署長の認めるところにより、その通算法人に係る課税標準、税額等を

計算すること等ができる。（法人税法第132条の３関係） 

⑽ 青色申告 

 青色申告制度について次の見直しを行う。 

① 青色申告の承認を受けていない内国法人が通算承認を受けた場合には、青

色申告の承認があったものとみなすこととする。（法人税法第125条関係） 

② 通算法人に対する国税庁長官、国税局長及び税務署長による帳簿書類につ

いての必要な指示について、連結納税制度と同様とする。（法人税法第126条
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関係） 

③ 通算法人が青色申告の承認を取り消される場合には、取消しの効果は遡及

しないこととする。（法人税法第127条関係） 

④ 通算法人は、青色申告の取りやめをできないこととする。（法人税法第128

条関係） 

⑾ 雑則、罰則等 

① 通算親法人が、他の通算法人の法人税の申告に関する事項の処理として、

申告書記載事項又は添付書類記載事項を、電子情報処理組織を使用する一定

の方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、これらの事項を電子

情報処理組織を使用する方法により提供したものとみなす。（法人税法第150

条の３関係） 

② 通算法人は、他の通算法人の法人税について連帯納付の責めに任ずる。（法

人税法第152条関係） 

③ 罰則、徴収の所轄庁等について、連結納税制度と同様の措置を講ずる。（法

人税法第152条、第159条関係） 

⑿ 通算制度への移行にあわせた見直し 

① 受取配当等の益金不算入制度について、次の見直しを行う。（法人税法第23

条関係） 

イ 関連法人株式等に係る負債利子控除額を、関連法人株式等に係る配当等

の額に係る利子相当額として一定の金額とする。 

ロ 関連法人株式等又は非支配目的株式等に該当するかどうかの判定につ 

いては、完全支配関係がある他の法人の有する株式等を含めて判定（現行：

連結納税制度において連結法人の有する株式等につき判定）を行うことと

する。 

② 寄附金の損金不算入制度について、寄附金の損金算入限度額の計算の基礎

となる資本金等の額について、資本金の額及び資本準備金の額の合計額とす

る。（法人税法第37条関係） 

③ 貸倒引当金制度について、完全支配関係がある他の法人（現行：連結完全

支配関係がある連結法人）に対して有する金銭債権を貸倒引当金の対象とな

る金銭債権から除外する。（法人税法第52条関係） 

（注）上記の改正は、別段の定めがあるものを除き、令和４年４月１日以後に開始

する事業年度の所得に対する法人税について適用する。（附則第14条関係） 
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２ 貸倒引当金制度について、貸倒引当金の対象となる金銭債権から債券に表示さ

れるべき権利を除外することとする。（法人税法第52条関係） 

３ 譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例について、法人に対す

る役務提供の対価として個人に生ずる債権の給付と引換えに交付される譲渡制

限付株式以外の譲渡制限付株式で、実質的に法人に対する役務提供の対価と認め

られるものを対象に加えることとする。（法人税法第54条関係） 

（注）上記の改正は、会社法の一部を改正する法律の施行の日以後にその交付に係

る決議（その決議が行われない場合には、その交付）をする特定譲渡制限付株

式及びその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式について適用する。

（附則第19条関係） 

４ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

四 地方法人税法の一部改正（第４条関係） 

１ 連結納税制度の見直しに伴い、次の措置を講ずることとする。 

 ⑴ 外国税額の控除（地方法人税法第12条関係） 

① 通算法人の課税事業年度の税額控除額が期限内申告書に添付された書類に

税額控除額として記載された金額と異なる場合には、その記載された金額を

当該課税事業年度の税額控除額とみなす。 

② 過年度の税額控除額が過年度の期限内申告書に添付された書類に税額控除

額として記載された金額を超える場合又は下回る場合には、その差額に相当

する金額を進行年度の地方法人税の額から控除し、又は地方法人税の額に加

算する。 

③ 通算法人又は他の通算法人が税額控除額の計算の基礎となる事実を隠蔽し、

又は仮装して税額控除額を増加させることにより地方法人税の負担を減少

させる場合等の要件に該当するときは、上記①及び②を適用しない。 

⑵ 税額控除の順序について、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地

方法人税額の控除をした後において、外国税額の控除をするものとする。（地方

法人税法第14条関係） 

⑶ 中間申告について、法人税の中間申告を行わなければならない通算子法人に

あっては、通算親法人の課税事業年度開始の日以後６月を経過した日から２月

以内に行わなければならないこととし、仮決算による中間申告については通算

子法人の中間期間はその通算子法人の課税事業年度開始の日から通算親法人の
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課税事業年度開始の日以後６月を経過した日の前日までの期間とする。（地方

法人税法第16条、第17条関係） 

⑷ 国税通則法の災害等による期限延長制度により通算法人の申告期限が延長 

された場合には、他の通算法人についても申告期限が延長されたものとする。

（地方法人税法第17条の２、第19条の２関係） 

⑸ 地方法人税に係る外国税額の還付規定を創設する。（地方法人税法第19条、第

22条、第27条の２関係） 

⑹ 通算法人の地方法人税の申告については、電子情報処理組織を使用する方法

により提供すること等により行わなければならないこととする。（地方法人税

法第19条の３関係） 

⑺ 通算親法人が、他の通算法人の地方法人税の申告に関する事項の処理として、

申告書記載事項又は添付書類記載事項を、電子情報処理組織を使用する一定の

方法により提供した場合には、他の通算法人は、これらの事項を電子情報処理

組織を使用する方法により提供したものとみなす。（地方法人税法第30条関係） 

⑻ 通算法人は、他の通算法人の地方法人税について連帯納付の責めに任ずる。

（地方法人税法第31条関係） 

（注）上記の改正は、別段の定めがあるものを除き、令和４年４月１日以後に開

始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

（附則第14条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

五 相続税法の一部改正（第５条関係） 

１ 賦課決定をすることができないこととなる日前３月以内にされた贈与税の申

告書の提出に係る無申告加算税の賦課決定について、その提出がされた日から３

月を経過する日まで、行うことができることとする。（相続税法第36条関係） 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に法定申告期限が到来する贈与税につ

いて適用する。（附則第41条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

六 消費税法の一部改正（第６条関係） 

 １ 事業者が、高額特定資産又は自ら建設等をした一定の棚卸資産（以下「調整対

象自己建設高額資産」という。）について、納税義務の免除を受けないこととなっ
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た場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の適用を受けた場合には、その適

用を受けた課税期間から当該課税期間（調整対象自己建設高額資産にあっては、

建設等が完了した日の属する課税期間）の初日以後３年を経過する日の属する課

税期間までの各課税期間においては、小規模事業者の納税義務の免除の特例及び

中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例（簡易課税制度）は、適用しな

いこととする。（消費税法第12条の４、第37条関係） 

 ２ 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見直し

を行うこととする。 

  ⑴ 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特

定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの（以下「居住用賃貸建物」

という。）に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除制度を適用しな

いこととする。（消費税法第30条関係） 

  ⑵ 上記⑴により仕入税額控除制度を適用しないこととされた居住用賃貸建物に

係る課税仕入れ等の税額について、当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から同

日の属する課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間（以下「第

３年度の課税期間」という。）の末日までの間に当該居住用賃貸建物を住宅の貸

付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、当該居住用賃貸建

物に係る課税仕入れ等の税額に一定の方法により計算した課税賃貸割合又は課

税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該第３年度の課税

期間又は当該譲渡をした日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額に加算す

る。（消費税法第35条の２関係） 

（注）上記の改正は、令和２年10月１日以後の居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等

の税額について適用する。（附則第44条関係） 

 ３ 法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税の

確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、その提出をし

た日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税

の確定申告書の提出期限については、当該課税期間の末日の翌日から３月以内と

する。（消費税法第45条の２関係） 

（注）上記の改正は、令和３年３月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する

課税期間について適用する。（附則第45条関係） 

４ 住宅の貸付けに係る契約において、当該貸付けに係る用途が明らかにされてい

ない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明
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らかなときは、当該住宅の貸付けについて消費税を非課税とする。（消費税法別表

第１関係） 

 ５ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

七 消費税法の一部改正（第７条関係） 

１ 法人の確定申告書の提出期限の特例について、連結納税制度の見直しに伴う所

要の整備を行うこととする。（消費税法第45条の２関係） 

（注）上記の改正は、令和４年４月１日から施行する。（附則第１条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

八 酒税法の一部改正（第８条関係） 

１ 酒類の製造免許に係る最低製造数量基準について、輸出するために清酒を製造

しようとする場合には、最低製造数量基準（現行：60 ㎘）を適用しないこととす

る。（酒税法第７条関係） 

（注）上記の改正は、令和３年４月１日から施行する。（附則第１条関係） 

２ 酒類の製造免許等の承継制度について、酒類の製造免許等を承継することがで

きる者の範囲に、事業譲渡によりその事業の全部を承継した者を加えることとす

る。（酒税法第 19 条関係） 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に行われる事業譲渡について適用する。

（附則第 48 条関係） 

３ 輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書の税務署長への提出を要し

ないこととする等の措置を講ずることとする。（酒税法第 29 条関係） 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に申告書の提出期限が到来する酒税に

ついて適用する。（附則第48条関係） 

４ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

九 たばこ税法の一部改正（第９条関係） 

１ 葉巻たばこの課税方式について、次の見直しを行うこととする。 

 ⑴ １本当たりの重量が１ｇ未満の葉巻たばこの課税標準について、葉巻たばこ

の１本を紙巻たばこの１本に換算する方法とする。（たばこ税法第 10 条関係） 

 ⑵ 上記⑴の見直しに伴い、令和２年 10 月１日から令和３年９月 30 日までの間

について、上記⑴の改正の対象を１本当たりの重量が 0.7ｇ未満の葉巻たばこ
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に限ることとし、その場合の換算方法を葉巻たばこの１本を紙巻たばこの 0.7

本に換算する方法とする経過措置を講ずる。（附則第 49 条関係） 

 ⑶ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和２年 10 月１日から施行する。（附則第１条関係） 

２ 輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書の税務署長への提出を要し

ないこととする等の措置を講ずることとする。（たばこ税法第 14 条関係） 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に申告書の提出期限が到来するたばこ税

について適用する。（附則第50条関係） 

 

十 揮発油税法の一部改正（第10条関係） 

 輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書及び輸出証明書の税務署長へ

の提出を要しないこととする等の措置を講ずることとする。（揮発油税法第15条関

係） 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に申告書の提出期限が到来する揮発油税

について適用する。（附則第51条関係） 

 

十一 石油ガス税法の一部改正（第11条関係） 

１ 輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書及び輸出証明書の税務署長

への提出を要しないこととする等の措置を講ずることとする。（石油ガス税法第

11条関係） 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に申告書の提出期限が到来する石油ガ

ス税について適用する。（附則第51条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

十二 石油石炭税法の一部改正（第12条関係） 

 輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書の税務署長への提出を要しな

いこととする等の措置を講ずることとする。（石油石炭税法第11条関係） 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に申告書の提出期限が到来する石油石炭

税について適用する。（附則第51条関係） 

 

十三 国税通則法の一部改正（第 13 条関係） 

１ 連結納税制度の見直しに伴い、通算法人の法人税等に関する調査に係る他の通
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算法人に対する質問検査権の整備を行うこととする等の措置を講ずることとす

る。（国税通則法第２条、第15条、第19条、第65条、第71条、第74条の２、第74条

の11関係） 

（注）上記の改正は、法人の令和４年４月１日以後に開始する事業年度の所得に対

する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方

法人税について適用する。（附則第14条関係） 

２ 賦課決定をすることができないこととなる日前３月以内にされた納税申告書

の提出又は納税の告知を受けることなくされた源泉所得税等の納付（調査による

更正決定又は納税の告知を予知してされたものを除く。）に係る無申告加算税又

は不納付加算税の賦課決定について、その提出又は納付がされた日から３月を経

過する日まで、行うことができることとするとともに、これらの賦課決定により

納付すべき国税の消滅時効について所要の整備を行うこととする。（国税通則法

第70条、第72条関係） 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に法定申告期限等が到来する国税につ

いて適用する。（附則第52条関係） 

 ３ 国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限について、次の見直しを行うこ

ととする。（国税通則法第71条、第72条関係） 

  ⑴ 次の①に掲げる事由が生じた場合において、次の②に掲げる事由に基づいて

する更正決定等について、租税条約等の相手国等に対して情報提供要請に係る

書面が発せられた日から３年間は、行うことができることとする。 

① 国税庁等の当該職員が納税者に国外取引（非居住者若しくは外国法人との

間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引又は非居住者若

しくは外国法人が提供する場を利用して行われる資産の販売、資産の購入、

役務の提供その他の取引をいう。）又は国外財産に関する書類（その電磁的記

録を含む。）又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又

は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその準備に通常要す

る日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出がなかっ

たこと（納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。）。 

② 国税庁長官（その委任を受けた者を含む。）が租税条約等の規定に基づきそ

の租税条約等の相手国等に上記①の国外取引又は国外財産に関する情報提

供要請をした場合（その情報提供要請が更正決定等をすることができないこ

ととなる日の６月前の日以後にされた場合を除くものとし、その情報提供要
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請をした旨の納税者への通知が情報提供要請をした日から３月以内にされ

た場合に限る。）において、その課税標準等又は税額等に関し、租税条約等の

相手国等から提供があった情報に照らし非違があると認められること。 

  ⑵ 上記⑴に併せて、国外取引等の課税に係る更正決定等により納付すべき国税

の消滅時効について所要の整備を行う。 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に法定申告期限等が到来する国税につ

いて適用する。（附則第52条関係） 

４ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

十四 国税徴収法の一部改正（第 14 条関係） 

１ 連結納税制度の見直しに伴い、実質課税額等の第二次納税義務について、所要

の措置を講ずることとする。（国税徴収法第36条関係） 

（注）上記の改正は、法人の令和４年４月１日以後に開始する事業年度の所得に対

する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方

法人税について適用する。（附則第14条関係） 

２ 不動産の公売について、次の措置を講ずることとする。 

⑴ 公売財産（不動産に限る。以下「公売不動産」という。）の入札等をしようと

する者は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を陳述しなければ、

入札等をすることができないこととする。（国税徴収法第 99 条の２関係） 

① 公売不動産の入札等をしようとする者が暴力団員又は暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。 

② 自己の計算においてその公売不動産の入札等をさせようとする者が暴力団

員等であること。 

⑵ 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申

込者等に公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当するか否かについ

て、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなけれ

ばならないこととする。（国税徴収法第 106 条の２関係） 

⑶ 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申

込者等に公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当すると認める場合

には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことが

できるものとする。（国税徴収法第 108 条関係） 

⑷ 不動産を換価に付するときは、上記⑵の調査に通常要する日数を勘案した日
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（現行：公売期日等から起算して７日を経過した日）において最高価申込者に

対して売却決定を行うこととする。（国税徴収法第 113 条関係） 

⑸ 上記⑴により陳述すべき事項について、虚偽の陳述をした者に対する罰則を

設ける。（国税徴収法第 189 条関係） 

⑹ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に行う公告に係る公売について適用

する。（附則第53条関係） 

３ 不動産の随意契約による売却について、上記２と同様の措置を講ずることとす

る。（国税徴収法第109条関係） 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に行う見積価額の決定に係る随意契約

による売却について適用する。（附則第53条関係） 

４ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

十五 租税特別措置法の一部改正（第15条関係） 

１ 個人所得課税 

⑴ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

について、次の措置を講ずることとする。（租税特別措置法第９条の８、第37条

の14、附則第68条関係） 

① 非課税累積投資契約に係る非課税措置の勘定設定期間を令和24年12月31日

まで５年延長する。 

② 特定非課税累積投資契約に係る非課税措置を次のように創設し、現行の非

課税累積投資契約に係る非課税措置と選択して適用できることとする。 

イ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、

当該非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の１

月１日以後５年を経過する日までの間に支払を受けるべき当該特定累積

投資勘定に係る公社債投資信託以外の証券投資信託（その受益権が金融商

品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が

一定の公募により行われたものに限る。以下「公募等株式投資信託」とい

う。）の配当等（当該金融商品取引業者等がその配当等の支払の取扱者であ

るものに限る。）については、所得税を課さない。 

ロ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、

当該非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の１
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月１日以後５年を経過する日までの間に当該特定累積投資勘定に係る公

募等株式投資信託の受益権の特定非課税累積投資契約に基づく譲渡等を

した場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税を課さな

い。また、当該公募等株式投資信託の受益権の譲渡等による損失金額は、

所得税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。 

ハ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、

当該非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の

１月１日以後５年を経過する日までの間に支払を受けるべき当該特定非

課税管理勘定に係る上場株式等の配当等（当該金融商品取引業者等がその

配当等の支払の取扱者であるものに限る。）については、所得税を課さない。 

ニ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、

当該非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の

１月１日以後５年を経過する日までの間に当該特定非課税管理勘定に係

る上場株式等の特定非課税累積投資契約に基づく譲渡等をした場合には、

その譲渡等による譲渡所得等については、所得税を課さない。また、当該

上場株式等の譲渡等による損失金額は、所得税に関する法令の規定の適用

上、ないものとみなす。 

ホ 特定非課税累積投資契約とは、上記イからニまでの非課税の適用を受け

るために居住者等が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約（当該居

住者等が、一定額の公募等株式投資信託の受益権につき、定期的に継続し

て、当該金融商品取引業者等に買付けの委託等をすることを約する契約で、

あらかじめその買付けの委託等をする受益権の銘柄が定められているも

のをいう。）により取得した公募等株式投資信託の受益権の振替口座簿へ

の記載等に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められ

ているものをいう。 

（ｲ）上場株式等の振替口座簿への記載等は、特定累積投資勘定又は特定非

課税管理勘定において行うこと。 

（ﾛ）当該特定累積投資勘定には、現行の累積投資勘定に受け入れることが

できる公募等株式投資信託の受益権であって一定のもの（以下「特定累

積投資上場株式等」という。）のうち、次に掲げる特定累積投資上場株式

等のみを受け入れること。 

ａ その居住者等の非課税口座に特定累積投資勘定が設けられた日から
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同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた特定累積投資上場

株式等で、当該期間内の取得対価の額の合計額が20万円（下記（ﾊ）ｂ

に掲げる移管がされる上場株式等のその移管の時における価額（時価）

が102万円を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額）

を超えないもの 

ｂ その他一定の特定累積投資上場株式等 

（ﾊ）当該特定非課税管理勘定には、次に掲げる上場株式等のみを受け入れ

ること。 

ａ その居住者等の非課税口座に特定非課税管理勘定が設けられた日か

ら同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等（その

年分の特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れる時

前に取得をしたもの等を除く。）で、当該期間内の取得対価の額の合計

額が102万円（下記ｂに掲げる移管がされる上場株式等がある場合に

は、その移管の時におけるその上場株式等の価額（時価）を控除した

金額）を超えないもの 

ｂ その居住者等の非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定

非課税管理勘定又はその者の未成年者口座の非課税管理勘定若しく

は継続管理勘定から移管がされる上場株式等 

ｃ その他一定の上場株式等 

（ﾆ）その他一定の事項 

ヘ 特定累積投資勘定とは、特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿へ

の記載等がされる特定累積投資上場株式等の振替口座簿への記載等に関

する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げ

る要件を満たすものをいう。 

（ｲ）当該特定累積投資勘定は、令和６年１月１日から令和10年12月31日ま

での期間内の各年（累積投資勘定が設けられる年を除く。下記（ﾛ）にお

いて「勘定設定期間内の各年」という。）においてのみ設けられること。 

（ﾛ）当該特定累積投資勘定は、非課税口座開設届出書が年の中途において

提出された場合等を除き、その勘定設定期間内の各年の１月１日におい

て設けられること。 

ト 特定非課税管理勘定とは、特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿

への記載等がされる上場株式等の振替口座簿への記載等に関する記録を
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他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定と

同時に設けられるものをいう。 

 チ 特定累積投資勘定に受け入れた公募等株式投資信託の受益権については、

当該勘定が設けられた日の属する年の１月１日以後５年を経過した日に、

当該勘定が設けられている非課税口座に係る同日の属する年分の累積投資

勘定にその公募等株式投資信託の受益権の取得対価の額により移管するこ

とができる。 

リ 居住者等が令和５年12月31日において金融商品取引業者等の営業所に

開設している非課税口座に令和５年分の非課税管理勘定を設定している

場合には、その居住者等（同日に非課税口座廃止届出書を提出した者等一

定の者を除く。）は令和６年１月１日に当該金融商品取引業者等と特定非

課税累積投資契約を締結したものとみなして、本措置を適用する。 

③ 金融商品取引業者等の営業所に新たに非課税口座を開設しようとする場合

の手続について、非課税適用確認書の交付申請書の提出等の手続を廃止し、

非課税口座開設届出書の提出の際に非課税適用確認書の添付を要しない簡

易開設手続に一本化する。 

（注）令和３年４月１日前に行った非課税適用確認書の交付申請書の提出等に

ついては、なお従前の例による。（附則第68条関係） 

④ 金融商品取引業者等変更届出書及び非課税口座廃止届出書について、これ

らの書類の提出に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提

供できることとする。 

⑵ 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措

置について、次の措置を講ずることとする。（租税特別措置法第９条の９、第37

条の14の２関係） 

① 令和６年１月１日以後に、未成年者口座又は課税未成年者口座内の上場株

式等又は預貯金等をこれらの口座から払い出した場合には、当該払出しによ

る未成年者口座の廃止の際、当該未成年者口座内の上場株式等の譲渡があっ

たものとして、本非課税措置を適用し、居住者等はその払出し時の金額をも

ってその上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとみなす。この場合

において、当該未成年者口座の廃止までの間の当該未成年者口座内の上場株

式等の譲渡等及びその間に支払を受けるべき未成年者口座内の上場株式等

の配当等については、源泉徴収を行わないこととする。 
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② 未成年者口座廃止届出書について、当該書類の提出に代えて、その書類に

記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとする。 

⑶ 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を３年延長することと

する。（租税特別措置法第 25 条、第 67 条の３、第 68 条の 101 関係） 

⑷ 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の

特例について、適用停止措置の期限を３年延長することとする。（租税特別措置

法第 28 条の４関係） 

⑸ 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を２年延長することとする。（租

税特別措置法第 30 条の２関係） 

⑹ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の

特例について、次に掲げる譲渡を適用対象から除外した上、その適用期限を３

年延長することとする。（租税特別措置法第 31 条の２関係） 

① 都市再生特別措置法に規定する認定整備事業計画に係る一定の都市再生整

備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡 

② 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成（都市計画法に規定す

る一定の開発許可又は土地区画整理法に規定する一定の認可を受けて行わ

れるものであること等の要件を満たすものに限る。）を行う者に対する土地

等の譲渡 

⑺ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用対象に、配偶者

居住権の目的となっている建物又は配偶者居住権の目的となっている建物の敷

地の用に供される土地等が収用等をされたことに伴い配偶者居住権及び配偶者

居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住

権に基づき使用する権利が消滅等をし、一定の補償金等を取得する場合を加え

ることとする。（租税特別措置法第 33 条、第 33 条の２、第 33 条の４関係） 

⑻ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市

街地再開発事業等が施行された場合において、配偶者居住権の目的となってい

る建物に係る権利変換により施設建築物の一部等についての配偶者居住権を取

得する権利を取得したときを加えることとする。（租税特別措置法第 33 条の３

関係） 

⑼ 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度の創設 

個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存

する権利（以下「低未利用土地等」という。）で、その年１月１日において所有
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期間が５年を超えるものの譲渡（特別の関係がある者に対してするもの及びそ

の対価（その譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価

を含む。）の額が 500 万円を超えるものを除く。）を令和２年７月１日から令和

４年 12 月 31 日までの間にした場合（その譲渡の後に当該低未利用土地等の利

用がされる場合に限る。）には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲

渡所得の金額から 100 万円（当該長期譲渡所得の金額が 100 万円に満たない場

合には、当該長期譲渡所得の金額）を控除することができることとする。（租税

特別措置法第 35 条の３関係） 

ただし、本特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地

からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利

の譲渡をその前年又は前々年中にした場合において、その者がその譲渡につき

本特例の適用を受けているときは、当該低未利用土地等について本特例は適用

しない。 

⑽ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適

用期限を２年延長することとする。（租税特別措置法第 36 条の２、第 36 条の５

関係） 

⑾ 特定口座源泉徴収選択届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書

について、これらの書類を特定口座開設届出書と併せて提出する場合以外の場

合においても、これらの書類の提出に代えて、その書類に記載すべき事項を電

磁的方法により提供できることとする。（租税特別措置法第37条の11の４、第37

条の11の６関係）  

⑿ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社

が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる特定株式の範囲

に、内国法人のうちその設立の日以後 10 年を経過していない中小企業者に該

当する一定の株式会社により発行される株式で、第一種少額電子募集取扱業務

を行う一定の者が行う当該業務により取得されるものを追加することとする。

（租税特別措置法第 37 条の 13 関係） 

⒀ 住宅の取得等をした家屋（以下「新規住宅」という。）をその居住の用に供し

た個人が、その居住の用に供した日の属する年から３年目に該当する年中に新

規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡（以下「従前

住宅等の譲渡」という。）をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡につ

き次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金等を有
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する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができないこととする。（租

税特別措置法第 41 条、第 41 条の３関係） 

① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 

② 居住用財産の譲渡所得の特別控除 

③ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 

④ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え

及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 

（注）上記の改正は、個人が令和２年４月１日以後に行う資産の譲渡について適

用する。（附則第 71 条関係） 

⒁ 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例を次のとおり創設するこ

ととする。（租税特別措置法第 41 条の４の３関係） 

① 個人が、令和３年以後の各年において、国外中古建物（個人において使用

され、又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人

が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したも

ののうち、当該不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費

に算入する金額を計算する際に所得税法の規定により定められている耐用

年数を一定の方法により算定しているものをいう。以下同じ。）から生ずる不

動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外

不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に

相当する金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかっ

たものとみなす。 

② 上記①の国外不動産所得の損失の金額とは、その個人の不動産所得の金額

の計算上国外中古建物の貸付けによる損失の金額（当該国外中古建物以外の

国外不動産等の貸付けによる不動産所得の金額がある場合には、その損失の

金額を当該国外不動産等の貸付けによる不動産所得の金額の計算上控除し

てもなお控除しきれない金額）のうち当該国外中古建物の償却費の額に相当

する部分の金額として一定の方法により計算した金額をいう。 

③ 上記①の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合には、その譲渡による

譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額

の累積額からは、上記①により生じなかったものとみなされた損失の金額に

相当する金額の合計額を控除する。 

⒂ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限
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を２年延長することとする。（租税特別措置法第 41 条の５関係） 

⒃ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を２年延長す

ることとする。（租税特別措置法第 41 条の５の２関係） 

⒄ 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失

の繰越控除の適用対象から、暗号資産に係るデリバティブ取引（下記⒅におい

て「暗号資産デリバティブ取引」という。）の差金等決済に係る雑所得等を除外

することとする。（租税特別措置法第41条の14関係） 

（注）上記の改正は、先物取引の差金等決済で居住者等が情報通信技術の進展に

伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改

正する法律（下記⒅において「資金決済法等改正法」という。）の施行の日以

後に行うものについて適用する。（附則第72条関係） 

⒅ 先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例等について、次の措置を講ずる

こととする。（租税特別措置法第41条の15の２、附則第73条関係） 

① 適用対象となる差金等決済の範囲から、暗号資産デリバティブ取引の差金

等決済を除外する。 

② 資金決済法等改正法の施行の日から令和２年12月31日までの間に行われる

暗号資産デリバティブ取引の差金等決済については、先物取引に関する支払

調書の提出及び先物取引の差金等決済をする者の告知を要しないこととす

る。 

（注）上記①の改正は、先物取引の差金等決済で資金決済法等改正法の施行の日

以後に行われるものについて適用する。（附則第 73 条関係） 

⒆ 寡婦控除の特例を廃止することとする。（旧租税特別措置法第 41 条の 17 関

係） 

⒇ 公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、特例の対

象となる寄附金の範囲に、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法

人又は独立行政法人国立高等専門学校機構（その運営組織及び事業活動が適正

であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすも

のに限る。）に対する寄附金のうち学生又は不安定な雇用状態にある研究者に

対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための

事業に充てられることが確実であるものを加えることとする。（租税特別措置

法第 41 条の 18 の３関係） 

（21）特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次
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の措置を講ずることとする。（租税特別措置法第 41 条の 19 関係） 

   ① 適用対象となる特定新規株式の範囲に、次に掲げる株式を追加する。 

    イ 内国法人のうちその設立の日以後５年を経過していない中小企業者に該

当する一定の株式会社により発行される株式で、一定の投資事業有限責任

組合契約に従って取得されるもの 

    ロ 内国法人のうちその設立の日以後５年を経過していない中小企業者に該

当する一定の株式会社により発行される株式で、第一種少額電子募集取扱

業務を行う一定の者が行う当該業務により取得されるもの 

   ② 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社に

より発行される株式の発行期限を２年延長する。 

③ 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社に

より発行される株式の発行期限を２年延長する。 

   ④ 特定新規株式の取得に要した金額として寄附金控除の適用を受けることが

できる限度額を800万円（現行：1,000万円）に引き下げる。 

（注）上記④の改正は、令和３年分以後の所得税について適用するとともに、所

要の経過措置を講ずる。（附則第74条関係） 

（22）認定住宅をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する

年から３年目に該当する年中に認定住宅及びその敷地の用に供されている土地

等以外の資産の譲渡（以下「従前住宅等の譲渡」という。）をした場合において、

その者が従前住宅等の譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、認定

住宅について認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の適用を受け

ることができないこととする。（租税特別措置法第 41 条の 19 の４関係） 

① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 

② 居住用財産の譲渡所得の特別控除 

（注）上記の改正は、個人が令和２年４月１日以後に行う資産の譲渡について適

用する。（附則第 75 条関係） 

２ 法人課税 

⑴ 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制

度について、適用対象者の範囲に、エネルギーの使用の合理化等に関する法律

に規定する認定管理統括事業者及び管理関係事業者（これらの者が同法に規定

する特定連鎖化事業者である場合のその連鎖化事業の加盟者を含む。）を加え

るとともに、償却割合を 100 分の 20（現行：100 分の 30）に引き下げた上、そ
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の適用期限を２年延長することとする。（租税特別措置法第 10 条の２、第 42

条の５、第 68 条の 10 関係） 

⑵ 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は特別税額

控除制度について、開発研究用資産の償却費に係る試験研究を行った場合の特

別税額控除制度（租税特別措置法第 42 条の４、第 68 条の９）の特例を廃止し

た上、制度の適用期限を２年延長することとする。（租税特別措置法第 42 条の

10、第 68 条の 14 関係） 

⑶ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度

について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を２年延長することと

する。（租税特別措置法第 10 条の５、第 42 条の 12、第 68 条の 15 の２関係） 

① 「給与等支給額が比較給与等支給額以上であること」との要件を廃止する。 

② 地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度額について、対

象雇用者数から非特定新規雇用者数を除外した上、基準雇用者割合にかかわ

らず、次の金額の合計額とする。 

イ 30 万円（移転型事業にあっては、50 万円）に、地方事業所基準雇用者数

（基準雇用者数を上限とする。以下同じ。）のうち特定新規雇用者数に達す

るまでの数を乗じて計算した金額 

ロ  20 万円（移転型事業にあっては、40 万円）に、地方事業所基準雇用者数

から新規雇用者総数を控除した数を乗じて計算した金額 

③ 地方事業所特別基準雇用者数に係る措置における地方事業所特別税額控除

限度額を、40 万円（現行：30 万円）に、地方事業所特別基準雇用者数を乗じ

て計算した金額（特定業務施設が準地方活力向上地域内にある場合には、30

万円（現行：20 万円）に、その特定業務施設に係る地方事業所特別基準雇用

者数を乗じて計算した金額）に引き上げる。 

⑷ 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の特別税額控除

制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を５年延長するこ

ととする。（租税特別措置法第 42 条の 12 の２、第 68 条の 15 の３関係） 

① 税額控除限度額を、支出した特定寄附金の額の合計額の 100 分の 40（現

行：100 分の 20）相当額からその特定寄附金の支出について道府県民税及び

市町村民税（都民税を含む。）の額から控除される金額を控除した金額（その

支出した特定寄附金の額の合計額の 100 分の 10 相当額を上限とする。）とす

る。 
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② 特定寄附金を、認定地方公共団体に対してその認定地方公共団体が行うま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金とする。 

⑸ 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の特別税額控除制度における国

内設備投資額に係る要件について、国内設備投資額が当期償却費総額の 100 分

の 95（現行：100 分の 90）相当額以上であることとする。（租税特別措置法第

10 条の５の４、第 42 条の 12 の５、第 68 条の 15 の６関係） 

⑹ 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額

控除制度の創設 

青色申告書を提出する事業者で特定高度情報通信技術活用システムの開発

供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者であるものが、同

法の施行の日から令和４年３月 31 日までの間に、その事業者の認定導入計画

に記載された機械その他の減価償却資産（認定導入計画に従って実施される特

定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることそ

の他の要件を満たす一定のものに限る。）の取得等をして、その事業者の事業

の用に供した場合には、その取得価額の 100 分の 30 相当額の特別償却とその

取得価額の 100 分の 15 相当額の特別税額控除との選択適用ができることとす

る。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の 100 分の 20 相当額を限

度とする。（租税特別措置法第 10 条の５の４の２、第 42 条の 12 の５の２、第

68 条の 15 の６の２関係） 

⑺ 法人税額等から控除される特別控除額の特例における特定税額控除規定を不

適用とする措置について、次の見直しを行うこととする。（租税特別措置法第

10 条の６、第 42 条の 13、第 68 条の 15 の８関係） 

① 特定税額控除規定に、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合

の特別償却又は特別税額控除制度の税額控除に係る規定を加える。 

② 国内設備投資額に係る要件について、国内設備投資額が当期償却費総額の

100 分の 30（現行：100 分の 10）相当額を超えることとする。 

⑻ 再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度について、償却割合を 100 分

の 14（現行：100 分の 20）に引き下げることとする。（租税特別措置法第 11

条、第 43 条、第 68 条の 16 関係） 

⑼ 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から工場

用の建物等を除外するとともに、機械装置の償却割合を 100 分の 12（現行：100

分の 24）に引き下げた上、その適用期限を２年延長することとする。（租税特
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別措置法第 13 条、第 46 条、第 68 条の 31 関係） 

⑽ 特定災害防止準備金制度について、積立限度額を独立行政法人環境再生保全

機構に維持管理積立金として積み立てた金額のうち廃棄物の処理及び清掃に関

する法律の通知する額の 100 分の 60 相当額に引き下げた上、その適用期限を

２年延長することとする。（租税特別措置法第 20 条、第 56 条、第 68 条の 46

関係） 

⑾ 交際費等の損金不算入制度について、その事業年度終了の日における資本金

の額等が 100 億円を超える法人については、接待飲食費の額の 100 分の 50 相

当額の損金算入ができる特例を適用しないこととした上、制度の適用期限を２

年延長することとする。（租税特別措置法第 61 条の４、第 68 条の 66 関係） 

⑿ 土地の譲渡等がある場合の特別税率及び短期所有に係る土地の譲渡等がある

場合の特別税率について、その適用停止措置の期限を３年延長することとする。

なお、土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置（優良住宅地等のた

めの譲渡等に係る適用除外措置）について、次に掲げる譲渡を適用対象から除

外した上、その期限を３年延長することとする。（租税特別措置法第 62 条の

３、第 63 条、第 68 条の 68、第 68 条の 69 関係） 

① 都市再生特別措置法に規定する認定整備事業計画に係る一定の都市再生整

備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡 

② 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成（都市計画法に規定す

る一定の開発許可又は土地区画整理法に規定する一定の認可を受けて行わ

れるものであること等の要件を満たすものに限る。）を行う者に対する土地

等の譲渡 

⒀ 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行

った上、その適用期限を３年（過疎地域の外から内への買換え及び次の③に係

る買換えについては、令和３年３月 31 日まで）延長することとする。（租税特

別措置法第 37 条～第 37 条の４、第 65 条の７～第 65 条の９、第 68 条の 78～

第 68 条の 80 関係） 

① 航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて、譲渡資産が次の区域

内にある資産に該当し、かつ、買換資産が航空機騒音障害区域以外の地域内

にある資産に該当する場合の課税の繰延べ割合を 100 分の 70（現行：100 分

の 80）に引き下げる。 

イ 令和２年４月１日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に規定
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する航空機騒音障害防止特別地区又は公共用飛行場周辺における航空機

騒音による障害の防止等に関する法律の第二種区域となった区域 

ロ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の第二種区域 

② 都市再生特別措置法に規定する都市機能誘導区域の外から内への買換えに

ついて、適用対象から除外する。 

③ 防災再開発促進地区内にある土地等の買換えについて、建築基準法に規定

する耐火建築物又は準耐火建築物を建築するために譲渡をされるものであ

ることとする譲渡資産に係る要件における耐火建築物又は準耐火建築物の

範囲に耐火建築物又は準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建

築物で一定のものを加える。 

④ 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、

所要の経過措置を講じた上、買換資産から鉄道事業用の車両運搬具を除外す

る。 

⒁ 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置に

ついて、所要の経過措置を講じ、設備廃棄等欠損金額の特例を廃止した上、不

適用措置の適用期限を２年延長することとする。（租税特別措置法第66条の 12、

第 68 条の 97 関係） 

⒂ 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特

例の創設 

青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法に規定する新事業開拓事業

者と共同して同法に規定する特定事業活動を行う一定のものが、令和２年４月

１日から令和４年３月 31 日までの間に特定株式（特別新事業開拓事業者（新事

業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行う一定の法人をいう。以下

同じ。）の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるもので

あることその他の要件を満たす一定のものをいう。以下同じ。）を取得し、かつ、

これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合にお

いて、その特定株式の取得価額（100 億円を上限とする。）の 100 分の 25 相当

額以下の金額をその事業年度において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定の

金額として経理したときは、その経理した金額を損金算入できることとする。

ただし、その経理した金額については、当期の所得の金額として一定の金額（125

億円を上限とする。）を限度とする。 

なお、この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当す
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ることとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。

ただし、その特定株式の取得から５年を経過した場合は、この限りでない。（租

税特別措置法第 66 条の 13、第 68 条の 98 関係） 

⒃ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次

の見直しを行った上、その適用期限を２年延長することとする。（租税特別措置

法第 28 条の２、第 67 条の５、旧第 68 条の 102 の２関係） 

① 本特例の対象となる中小事業者の範囲を事務負担に配慮する必要がある一

定のものに限定する。 

② 連結納税制度に係る規定を削除する。 

⒄ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を３年延長することとする。 

  ① 特定原子力施設炉心等除去準備金（租税特別措置法第57条の４の２、第68

条の54の２関係） 

  ② 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止（租税特別措置法第68条の

５関係） 

⒅ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を２年延長することとする。 

  ① 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特

別税額控除（租税特別措置法第42条の11、第68条の14の２関係） 

  ② 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は

特別税額控除（租税特別措置法第10条の４の２、第42条の11の３、第68条の

15関係） 

  ③ 倉庫用建物等の割増償却（租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関

係） 

  ④ 海外投資等損失準備金（租税特別措置法第55条、第68条の43関係） 

  ⑤ 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例（租税特別措置法第61条、

第68条の63の２関係） 

⒆ 農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を１年延長することとする。（租税

特別措置法第24条の２、第61条の２、第68条の64関係） 

⒇ 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止するこ

ととする。 

① 革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除（旧

租税特別措置法第10条の５の５、第42条の12の６、第68条の15の７関係） 

② 耐震基準適合建物等の特別償却における耐震基準適合建物等に係る措置
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（旧租税特別措置法第11条の２、租税特別措置法第43条の２、第68条の17関

係） 

③ 情報流通円滑化設備の特別償却（旧租税特別措置法第44条の５、第68条の

26関係） 

④ 企業主導型保育施設用資産の割増償却（旧租税特別措置法第13条の３、第

47条、第68条の34関係） 

⑤ 金属鉱業等鉱害防止準備金（旧租税特別措置法第20条、第55条の２、第68

条の44関係） 

３ 国際課税 

⑴ 店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の非課税制度の対象となる店頭デ

リバティブ取引の範囲から、暗号資産に係る店頭デリバティブ取引を除外する

こととする。（租税特別措置法第42条関係） 

（注）上記の改正は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が情報通信

技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律

等の一部を改正する法律の施行の日以後に支払を受けるべき証拠金の利子に

ついて適用する。（附則第77条関係） 

⑵ 国外関連者との取引に係る課税の特例等について、国税通則法における更正

決定等の期間制限等の改正に伴う所要の整備を行うこととする。（租税特別措

置法第40条の３の３、第41条の19の５、第66条の４、第66条の４の３、第67条

の18、第68条の88、第68条の107の２関係） 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に法定申告期限等が到来する所得税

又は法人税若しくは地方法人税について適用する。（附則第70条、第76条、第

89条、第92条、第103条、第107条関係） 

⑶ 内国法人（特定目的会社、投資法人、特定目的信託に係る受託法人又は特定

投資信託に係る受託法人に限る。）が会社単位の合算課税又は部分対象外国関

係会社に係る部分合算課税の適用を受ける場合には、その内国法人に係る外国

関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち合算対象とされた金額

に対応する部分の金額は、その内国法人が納付した外国法人税の額とみなして、

特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等を適用することとする。

（租税特別措置法第66条の７関係） 

（注）上記の改正は、外国関係会社の令和２年４月１日以後に終了する事業年度

に係る課税対象金額又は部分課税対象金額に係る外国法人税の額について適
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用する。（附則第90条関係） 

４ 資産課税 

⑴ 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、特例適用農地等の範

囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保

全条例による制限を受ける一定の地区計画の区域内にあるものを加えることと

する。（租税特別措置法第 70 条の４、第 70 条の６関係） 

⑵ 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を３年延長する

こととする。（租税特別措置法第 70 条の７の９～第 70 条の７の 14 関係） 

⑶ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を２年延長することとする。 

① 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付

け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置（租税特

別措置法第 72 条の２、第 73 条、第 75 条関係） 

② 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の

軽減措置（租税特別措置法第 74 条関係） 

③ 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措

置（租税特別措置法第 74 条の２関係） 

④ 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許

税の税率の軽減措置（租税特別措置法第 74 条の３関係） 

⑤ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対す

る登録免許税の免税措置（租税特別措置法第 76 条関係） 

⑥ 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する

登録免許税の税率の軽減措置（租税特別措置法第 77 条の２関係） 

⑦ 産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対す

る登録免許税の税率の軽減措置（租税特別措置法第 80 条関係） 

⑧ 特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登

録免許税の税率の軽減措置（租税特別措置法第 80 条関係） 

⑨ 認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措

置（租税特別措置法第 80 条関係） 

⑩ 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に

基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機

関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減

措置（租税特別措置法第 80 条関係） 
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⑪ 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した

場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置（租税特別

措置法第 81 条関係） 

⑫ 特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

（租税特別措置法第 82 条関係） 

⑬ 低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権

等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置（租税特別措置法第 83

条の２関係） 

⑭ 特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移

転登記に対する登録免許税の免税措置（租税特別措置法第 84 条の２の２関

係） 

５ 消費課税 

⑴ 特定非常災害の被災者である事業者が、高額特定資産等に係る棚卸資産の調

整を受けることとなった場合には、高額特定資産等を取得した場合等の消費税

の特例に係る本則課税の３年間の継続適用等の要件は適用しないこととする。

（租税特別措置法第86条の５関係） 

⑵ 輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税の適用に当たって必要と

なる明細書の税務署長への提出を要しないこととする等の措置を講ずることと

する。（租税特別措置法第87条の６関係） 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に申告書の提出期限が到来する酒税

について適用する。（附則第109条関係） 

⑶ 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を１年

延長した上、令和２年10月１日以後の特例税率を1,000本につき13,500円（現行：

12,500円）に引き上げることとする。（租税特別措置法第88条の２関係） 

⑷ バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税等の課税標準の特例措置の対象と

なるバイオエタノール等の範囲に、カーボンリサイクル技術を用いて製造され

たエタノール等を加えることとする。（租税特別措置法第88条の７関係） 

⑸ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を３年延長することとする。 

 ① 特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置（租税特別措置法第

90条の３の３関係） 

 ② 特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石

油石炭税の還付措置（租税特別措置法第90条の３の４関係） 
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 ③ 輸入・国産農林漁業用Ａ重油に係る石油石炭税の免税・還付措置（租税特

別措置法第90条の４、第90条の６関係） 

④ 非製品ガスに係る石油石炭税の還付措置（租税特別措置法第90条の６の３

関係） 

⑹ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を２年延長することとする。 

① 沖縄発電用特定石炭等に係る石油石炭税の免税措置（租税特別措置法第90

条の４の３関係） 

② 航空機燃料税の税率の特例措置（租税特別措置法第90条の８関係） 

③ 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特

例措置（租税特別措置法第90条の８の２関係） 

④ 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率

の特例措置（租税特別措置法第90条の９関係） 

⑤ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置（租税特別

措置法第 91 条関係） 

６ 納税環境整備 

利子税等の割合について、次の見直しを行うこととする。 

⑴ 利子税の割合は、各年の利子税特例基準割合（各年の前々年の９月から前年

の８月まで（現行：前々年の10月から前年の９月まで）の各月における銀行の

新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の

11月30日まで（現行：12月15日まで）に財務大臣が告示する割合（以下「平均

貸付割合」という。）に年0.5％（現行：年１％）の割合を加算した割合をいう。）

が年7.3％未満の場合には、その年中においては、次に掲げる利子税の区分に応

じそれぞれ次に定める割合とする。（租税特別措置法第93条関係） 

① 次の②以外の利子税 その利子税特例基準割合 

② 相続税及び贈与税に係る利子税 これらの利子税の割合に、その利子税特

例基準割合が年7.3％に占める割合を乗じて得た割合 

⑵ 納税の猶予等の適用を受けた場合（延滞税の全額が免除される場合を除く。）

の延滞税の割合は、納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合（平均貸付割

合に年0.5％（現行：年１％）の割合を加算した割合をいう。）が年7.3％未満の

場合には、その期間においては、その猶予特例基準割合とする。（租税特別措置

法第94条関係） 

⑶ 還付加算金の割合は、各年の還付加算金特例基準割合（平均貸付割合に年
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0.5％（現行：年１％）の割合を加算した割合をいう。）が年7.3％未満の場合に

は、その年中においては、その還付加算金特例基準割合とする。（租税特別措置

法第95条関係） 

⑷ 利子税等の割合について下限を整備する。（租税特別措置法第96条関係） 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後の期間に対応する利子税等について適

用する。（附則第111条関係） 

７ その他所要の税制の整備を行うこととする。 

 

十六 租税特別措置法の一部改正（第16条関係） 

 連結納税制度の見直しに伴い、次の措置を講ずることとする。 

 １ 試験研究を行った場合の特別税額控除制度については、次のとおりとする。（租

税特別措置法第 42 条の４関係） 

  ⑴ 通算法人及び他の通算法人を一体として計算した税額控除限度額と控除上限

額とのいずれか少ない金額（以下「税額控除可能額」という。）を各通算法人の

調整前法人税額の比で配分した金額を各通算法人の税額控除限度額とする。 

  ⑵ 他の通算法人の各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人税額が確定申告

書に記載された各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人税額と異なる場合

には、確定申告書に記載された各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人税

額を各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人税額とみなすこととする。 

  ⑶ 上記⑵の場合において、税額控除可能額が確定申告書に記載された税額控除

可能額に満たないときは、法人税額の調整等を行うこととする。 

 ２ 資産の譲渡に係る特別控除額の特例について、法人及び当該法人との間に完全

支配関係がある他の法人（現行：連結親法人及び当該連結親法人による連結完全

支配関係にある連結子法人）の特別控除額の合計額が定額控除限度額（年 5,000

万円）を超える場合には、その超える部分の金額を損金不算入とすることとする。

（租税特別措置法第 65 条の６関係） 

 ３ 対象純支払利子等に係る課税の特例における適用免除基準のうち対象純支払利

子等の額が 2,000 万円以下であることの判定については、連結納税制度と同様と

する。（租税特別措置法第 66 条の５の３関係） 

 ４ 上記三１⑴①ロの措置を前提に通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等

の法人税額の特例の創設等を行うとともに、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費

の特別控除制度における控除限度額について通算法人に係る調整を行うこととす
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るほか、その他の租税特別措置について所要の整備を行うこととする。 

 

十七 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

の一部改正（第 17 条関係） 

１ 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととする。（外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第４条、第 14 条、

第 30 条～第 33 条、第 35 条～第 37 条関係） 

（注）上記の改正は、法人の令和４年４月１日以後に開始する事業年度の所得に対

する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方

法人税について適用する。（附則第14条関係） 

２ 金融口座情報の自動的な提供のための報告制度について、次の見直しを行うこ

ととする。（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律第 41 条の２、第 47 条関係） 

⑴ 特定取引を行った者若しくはその関係者又は報告金融機関等が、当該特定取

引に係る契約に関する報告事項について、提供を回避することを主たる目的の

一つとして当該報告事項に係る行為を行った場合等には、当該行為がなかった

もの等として本制度を適用する。 

⑵ 罰則の適用対象に、上記⑴によりなかったものとされた行為等に係る事項を

税務署長に提供した者を加える。 

⑶ その他所要の措置を講ずる。 

３ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

十八 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律の一部改正（第 18 条関係） 

１ 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととする。（租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第２条の２、第

４条、第７条関係） 

（注）上記の改正は、法人の令和４年４月１日以後に開始する事業年度の所得に対

する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方

法人税について適用する。（附則第14条関係） 

２ 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、次の見

直しを行うこととする。（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税
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法の特例等に関する法律第10条の５～第10条の10、第13条関係） 

⑴ 本制度の対象となる者について、次の見直しを行う。 

   ① 特定取引を行ったとみられる者（一定の者を除く。）が単なる名義人であっ

て、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が、当該特

定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を

享受する者が行ったものとして本制度を適用する旨を明確化する。 

   ② 本制度の対象となる事業体として法人等（法人、民法組合等又は信託をい

う。）の定義規定を設けるとともに、新規届出書の記載事項及び居住地国の定

義について所要の整備を行う。 

⑵ 特定対象者の居住地国等の再特定手続について、新規届出書等を提出した者

が提出すべき異動届出書の提出事由を、当該新規届出書等に記載された事項の

うち特定対象者の居住地国その他の一定の事項について異動を生じた場合とす

るほか、報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は

地域その他の事実が新規届出書等に記載された事項のうち特定対象者の居住地

国その他の一定の事項と異なることを示す一定の情報を取得した場合等には、

その取得の日から３月を経過する日等の一定の日までに、当該新規届出書等を

提出した者等に対し異動届出書の提出要求等をし、又は当該報告金融機関等の

保有する情報に基づき特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地

域の特定をしなければならない。 

⑶ 特定取引を行った者若しくはその関係者又は報告金融機関等が、当該特定取

引に係る契約に関する報告事項について、提供を回避することを主たる目的の

一つとして当該報告事項に係る行為を行った場合等には、当該行為がなかった

もの等として本制度を適用する。 

⑷ 罰則の適用対象に、新規届出書等に上記⑶によりなかったものとされた行為

等に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者（一定の者を

除く。）及び当該行為等に係る事項を税務署長に提供した者を加える。 

⑸ その他所要の措置を講ずる。 

 （注）上記⑵の改正は、令和４年１月１日から適用する。（附則第132条関係） 

３ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

十九 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正（第 19 条関係） 

１ 沖縄の揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置の適用期限を２年
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延長することとする。（沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第 80 条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

二十 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関す

る法律の一部改正（第 20 条関係） 

１ 国外財産調書及び財産債務調書の提出制度について、次の見直しを行うことと

する。（内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等

に関する法律第５条～第６条の３関係） 

⑴ 相続の開始の日の属する年（以下「相続開始年」という。）の 12 月 31 日にお

いてその価額の合計額が 5,000 万円を超える国外財産を有する相続人は、相続

開始年の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国

外財産（以下「相続国外財産」という。）を除外したところにより、提出するこ

とができることとする。この場合において、国外財産調書の提出義務について

は、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を除外して

判定する。 

（注１）財産債務調書における相続財産（相続又は遺贈により取得した財産をい

う。以下同じ。）についても同様とする。 

（注２）上記の改正は、令和２年分以後の国外財産調書又は財産債務調書につい

て適用する。（附則第 133 条関係） 

⑵ 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税又は無申告加算税の加重

措置（以下「加算税の加重措置」という。）の適用対象に、国外財産に対する相

続税に関し修正申告等があった場合を加える。ただし、次に掲げる者について

は、加算税の加重措置は適用しない。 

① その相続税に係る相続人で下記⑷①ハに掲げる国外財産調書の提出義務が

ない者 

② その相続税に係る相続人で相続開始年の翌年の 12 月 31 日においてその修

正申告等の基因となる相続国外財産を有しない者 

⑶ 加算税の加重措置の適用対象から、次に掲げる場合を除外する。 

① その年の 12 月 31 日において相続国外財産を有する者（その価額の合計額

が提出基準額を超える国外財産（相続国外財産を除く。）を有する者を除く。）

の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に国外財産調書の提出がない場合 

② その年の 12 月 31 日において相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事
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由がなく国外財産調書に記載すべき相続国外財産についての記載がない場

合（記載不備の場合を含む。） 

（注）財産債務調書における相続財産についても同様とする。 

⑷ 相続国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合の過少申告加算

税等の特例の適用の判定の基礎となる国外財産調書について、次に掲げる措置

の区分に応じそれぞれ次に定める国外財産調書とする。 

① 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置（以下「加

算税の軽減措置」という。） 次に掲げる国外財産調書のいずれか 

イ 被相続人の相続開始年の前年分の国外財産調書 

ロ 相続人の相続開始年の年分の国外財産調書 

ハ 相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書 

② 加算税の加重措置 上記①イからハまでに掲げる国外財産調書の全て 

（注）上記①については、財産債務調書における相続財産についても同様とする。 

⑸ 国外財産に係る所得税又は相続税に関し修正申告等がある者が、その修正申

告等があった日前に、国税庁等の当該職員から国外財産調書に記載すべき国外

財産の取得、運用又は処分に係る書類（その電磁的記録を含む。）又はその写し

の提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求められた日

から 60 日を超えない範囲内においてその提示又は提出の準備に通常要する日

数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき

（その者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。）における加算税の軽減措

置又は加重措置の適用については、次のとおりとする。 

① その国外財産に係る加算税の軽減措置は、適用しない。 

② その国外財産に係る加算税の加重措置については、その加算する割合を

10％（適用前加算割合：５％）とする。 

（注）上記⑶①又は②に該当する場合には、上記②については、その加算する割

合を５％（適用前加算割合：なし）とする。 

⑹ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記⑵から⑹までの改正は、令和２年分以後の所得税又は令和２年４月１

日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用す

る。（附則第133条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 
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二十一 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関す

る法律の一部改正（第 21 条関係） 

  連結納税制度の見直しに伴い、国税関係帳簿書類に係る電磁的記録等に対する法

人税法の規定の適用について、所要の措置を講ずることとする。（電子計算機を使用

して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第11条関係） 

（注）上記の改正は、法人の令和４年４月１日以後に開始する事業年度の所得に対す

る法人税及び同日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人

税について適用する。（附則第14条関係） 

 

二十二 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部

改正（第22条関係） 

１ 復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、租税特別

措置法の規定による特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特

例における引下げ前の限度額により適用できることとする。（東日本大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の３関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

二十三 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部

改正（第23条関係） 

上記三１⑴①ロの措置を前提に通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等

の法人税額の特例の創設を行うほか、所要の整備を行うこととする。 

 

二十四 所得税法等の一部を改正する法律（平成17年法律第21号）の一部改正（第24

条関係） 

連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととする。（所得税法等の一部

を改正する法律附則第 34 条関係） 

 

二十五 所得税法等の一部を改正する等の法律（平成18年法律第10号）の一部改正（第

25条関係） 

連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととする。（所得税法等の一部

を改正する等の法律附則第 109 条関係） 
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二十六 所得税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第13号）の一部改正（第26

条関係） 

１ 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととする。（所得税法等の一

部を改正する法律附則第 41 条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

二十七 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部

を改正する法律（平成 23 年法律第 114 号）の一部改正（第 27 条関係） 

連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととする。（経済社会の構造の

変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第

65 条関係） 

 

二十八 所得税法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 15 号）の一部改正（第

28 条関係） 

１ 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととする。（所得税法等の一

部を改正する法律附則第 93 条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

二十九 所得税法等の一部を改正する等の法律（平成 29 年法律第４号）の一部改正

（第 29 条関係） 

 １ 連結納税制度の見直しに伴い、法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する

経過措置について、通算制度の開始、通算制度への加入又は通算制度からの離脱

（通算制度からの離脱にあっては、離脱前に行う主要な事業が引き続き行われる

ことが見込まれていない場合に限る。）前の特別勘定の金額で繰り延べているも

のについては、連結納税制度と同様に、時価評価除外法人に該当する場合を除き、

その繰り延べている収益（少額であるものを除く。）の計上を行うこととする等

の措置を講ずることとする。（所得税法等の一部を改正する等の法律附則第 68 条、

第 69 条関係） 

 ２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

三十 所得税法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第７号）の一部改正（第 30

条関係） 
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１ 連結納税制度の見直しに伴い、長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業

年度に関する経過措置について、通算制度の開始、通算制度への加入又は通算制

度からの離脱（通算制度からの離脱にあっては、離脱前に行う主要な事業が引き

続き行われることが見込まれていない場合に限る。）前の特定資産の販売等に係

る延払損益で繰り延べているものについては、連結納税制度と同様に、時価評価

除外法人に該当する場合を除き、その繰り延べている損益（少額であるもの等を

除く。）の計上を行うこととする等の措置を講ずることとする。（所得税法等の

一部を改正する法律附則第 28 条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

三十一 所得税法等の一部を改正する法律（平成 31 年法律第６号）の一部改正（第 31

条関係） 

１ 連結納税制度の見直しに伴う所要の整備を行うこととする。（所得税法等の一

部を改正する法律附則第 52 条、第 53 条関係） 

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

三十二 その他（附則関係） 

  この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和２年４月１日から施行すること

とする。（附則第１条関係） 

 


